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東社協保育部会私立地区委員会主催研修 

「こどもまんなか」の社会の中で保育はいかにあるべきか 

〜子どもの声に耳を澄ますこと～ 

の開催について 

 

  時下、益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。 

 本会事業につきましてはかねてより多大なるご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 

 さて、標記研修を開催要綱のとおり開催することとなりました。つきましてはお忙

しいところ誠に恐縮ですが、関係職員の参加方につきご高配賜りますようお願い申し

上げます。 

 また、区市町村保育園所管課長におかれましては、管内保育園への周知方および関

係職員の参加方につきご高配を賜りますようお願い申し上げます。 

なお保育部会会員の私立保育園（公設民営を含む）へは、この案内は別途送付して

おります。 

 

記 

 

１．開催内容  開催要綱のとおり 

 

２．送付文書  開催要綱 

 

３．お問い合わせ  東京都社会福祉協議会 児童・障害担当 保育部会事務局 

        〒162-8953 東京都新宿区神楽河岸1-1  

        TEL.03-3268-7174 / FAX.03-3268-0635  

 

東社協保育部会ホームページ ※申込サイトではありません 

http://www.tcsw.tvac.or.jp/bukai/hoiku/  

 

  

東社協 保育部会 
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令和６年１月１５日（月）１４時～１６時（受付１３時３０分～）

 

飯田橋レインボービル７階 大会議室（〒162-0826 東京都新宿区市谷船河原町 11番地） 

※詳細は「１２．会場案内」参照

４月に施行されたこども基本法においては、国の子ども施策の基本理念として、子どもの人権

保障だけでなく、子どもの年齢、発達の程度に応じて、意見を表明する機会や多様な社会的活動

に参画する機会が確保され、さらにその意見が尊重されることが示されています。

また、国では年末の閣議決定を目指してこども大綱の策定作業が進められており、その中間整

理においては、子ども施策に関する基本的な方針として、「子どもや若者、子育て当事者の視点

を尊重し、その意見を聴き、対話しながら、ともに考えていく」と示されており、保育者には今、

子どもの権利や意見を尊重し、その声に耳を傾けることが改めて求められています。

一方で、配置基準の問題や人材不足、未充足の問題など、様々な課題を抱えながら、こどもま

んなか社会の実現に向けて、我々はどのように子どもと向き合っていくべきなのでしょうか。

そこで今回は、子ども一人ひとりの声に耳を傾ける保育を実践するために、これまで「子ども

ミーティング」を通して子どもの声を聞いてきた青山誠先生を講師としてお迎えし、皆さんと共

に、これからの保育のあり方を考えたいと思います。

令和５年度東社協保育部会私立地区委員会主催研修（集合型） 

「こどもまんなか」の社会の中で保育はいかにあるべきか 

〜子どもの声に耳を澄ますこと～ 

≪研修趣旨≫

≪講師≫

青山 誠 氏（社会福祉法人東香会理事(保育統括)、上町しぜんの国保育園副園長、ののはな文

京保育園アドバイザー）

幼稚園勤務を経て、りんごの木子どもクラブで 10 年保育を行う。2019 年より社会福祉法人東香

会 上町しぜんの国保育園（東京・世田谷区）で園長を務める。2023 年、同法人理事に就任。 
著書に独自の保育観をまとめた『あなたも保育者になれる』（小学館）。

１．主催

社会福祉法人東京都社会福祉協議会 保育部会私立地区委員会

２．開催日時

３．会場
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「こどもまんなか」の社会の中で保育はいかにあるべきか〜子どもの声に耳を澄ますこと～ 

 

 

 

東社協保育部会会員施設 ※非会員施設でもお申し込みは可能ですが、参加費が異なります。 

 

 

東社協保育部会 会員施設職員  ２，０００円  

東社協保育部会 非会員施設職員 ４，０００円 

 

 

２５０名（原則として先着順） 

※本講座は原則として保育部会会員施設職員が対象です。定員を超える申し込みをいただいた場合は、申込順

に関わらず、会員施設職員を優先的に受け付けさせていただきます。 

 

 

 

申し込みは下記 Webサイトからお願いします。 

 

 

 

 

※これまでも本会主催の研修にお申込みをされたことがある場合でも、登録情報は引き継がれないため、「新規

登録」からお手続きをお願いいたします。 

※申込完了後、登録されたメールアドレスに自動の受付完了メールが届きます。翌営業日を過ぎても「申込完了

メール」が届かない場合は、迷惑メールフォルダにも未着なことをご確認の上、名鉄観光サービス(株)MICEセ

ンターまでご連絡ください（１３．お問合せ先参照）。 

 

 

令和５年１１月１３日（月）～１２月８日（金） ※定員に達し次第、受付終了 

 

 

 

（１） 参加が決定した方については、申込受付期間の終了後、本会が事務を委託している業者「名

鉄観光サービス（株）」より、ご登録のメールアドレスに「参加決定通知」をお送りします。 

（２） 参加費のご請求も名鉄観光サービス（株）が行います。「参加決定通知」の送付後、申込担

当者所属施設（園）に対して、名鉄観光サービス（株）より請求書（インボイス対応）を送

付させていただきます。請求書が届きましたら、記載の口座へ参加費をお振込みいただきま

すよう、お願いいたします。（送金手数料は各自でご負担ください）。 

なお、振込先は名鉄観光サービス（株）の指定口座となります。 

４．内容（テーマ） 

５．受講対象 

６．参加費（一人につき） 

８．申込方法 

【申込 Web サイト】  https://www.mwt-mice.com/events/tcsw2023shiritsu  

 

 

 

 

 

９．申込受付期間 

 

７．定員 

１０．参加決定と参加費等の送金 
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（３） 定員等の関係で参加いただけない場合には、その旨をメールにてお知らせいたします。 

（４） 参加費の領収書は原則として金融機関の振込控えをもって代えさせていただきます。特に

領収書が必要な場合には別途東社協事務局までご連絡ください。 

 

 

 

参加決定者にはＰＤＦデータにて、「参加券」を発行いたします。 

「参加券」は参加決定通知後、申込 Webサイトからダウンロードできるようになりますので、申

込担当者様は、申込時にご登録いただいたメールアドレス、パスワードをお忘れにならないようご

注意ください。詳細は参加決定通知でお知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１．参加券の発送について 

１３．お問合せ先 

【参加申込・請求内容・参加券について】 

名鉄観光サービス㈱ ＭＩＣＥセンター  

（受付時間 平日 10:00～17:00・土日祝日休業） 

〒１００－００１３ 東京都千代田区霞が関 3-3-2 新霞が関ビルＬＢ階 

TEL ０３－３５９５－１１２１  FAX ０３－３５９５－１１１９ 

 

【開催内容について】 

社会福祉法人 東京都社会福祉協議会 福祉部 児童・障害担当 保育部会事務局 

〒１６２－８９５３ 新宿区神楽河岸１-１ 飯田橋セントラルプラザ５階 

TEL ０３－３２６８－７１７４  FAX ０３－３２６８－０６３５ 

１２．会場案内 

飯田橋レインボービル７階 大会議室（〒162-0826 東京都新宿区市谷船河原町 11番地） 

 

 

 

 

 

 

【アクセス】 
ＪＲ 「飯田橋」駅西口から徒歩 6 分 
地下鉄 有楽町線／南北線「飯田橋」駅から

徒歩 5 分 
東西線／大江戸線「飯田橋」駅から徒歩 9 分 
（地下鉄は B3 出口） 
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